
いじめへの対応 

①未然防止 

・生活アンケートや観察，日頃から児童の実態を把握，職員間での連携した取組。 

②実際の対応 
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                                                    学校全体で 

                                         組織的に対応！ 

 

 

いじめの発生 
教職員 

気づき・発見 

保護者・児童 

アンケート・訴え 

学校・教職員 

校長（教頭） 

関係機関 

・教育委員会 

・心の相談室 

緊急対策会議（調査組織設置） 

校長（教頭）・生徒指導担当・担任・関係職員 

１ 関係職員から情報収集 

２ 被害児童（保護者）より事実確認 

３ 指導方針の検討 

４ 加害児童より事実確認・指導 

５ 被害児童保護者への説明 

６ 加害児童保護者への説明 

７ 人間関係修復 

８ 学級指導・全体指導 

必要に応じて 

ＰＴＡ役員会 

保護者への説明と 

協力依頼 

再発防止策の検討と今後の具体的方針の決定 

・いじめはどの学校でもどの子にも起こりうる。 

・日常的に対応方針・指導計画の公表と理解を図る。 

・教職員自身の言動に注意する。 

いじめのとらえ 

・当該児童が，一定の人間関係のあ

る者から，心理的・物理的攻撃を

受けたことにより，精神的苦痛

を感じているもの。 

・起こった場所は，学校の内外を問

わない。 

いじめ問題に関する認識 

・「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識に立つこと。 

・いじめられている子どもの立場に立って細心の注意を払い，心に寄り

添った指導を行うこと。 

・いじめは，どの子どもにもどの学校にも起こり得るという認識を持っ

ていること。 

・学校・家庭・地域社会などすべての関係者が，それぞれの役割を果た

し，一体となって真剣に取り組むこと。 

職員会議 

・共通理解と具体的対応策の伝達 

・指導後の状況把握 


